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緊急対応プロバラム ( 再 修正版 ) 
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0 国民の信頼を 受けることができる 効率的で質の 高い社会保険サービスの 実現に向け 

て ，この [ 緊急対応プロバラム」に 基づき，実施可能なものから 逐次取組を開始する 

とともに，今後検討することとしている 事項についても 早急に具体化を 図り，社会保 

険 庁の抜本的な 改革を推進します。 
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  ⅠⅠ 国民サービスの 口上   
い ) 現状と対応の 方向性 

現 状 

    
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

国民が利用しや 国民ニーズの 変 

すいワービス と 化 ( 年金相談の 
なっていない 増加等 ) に対応 

できてはな い 
          

利用者の立場に 立った親切な 業 

務 運営ができていない 

C 几 

対応の方向性 

国民ニーズの 把握 

0 利用者であ る国民のニーズを 十分に知 

って、 業務に反映させる 取組を進める。 
  

ニーズに対応したサービスの 手 慰共 
必要なサービスを ま則共 するための 

  林帝 Ⅱ等の見直し 

0 多樹ヒ ・高度化する 国民のニーズに 応 0 必要なワービスを 円滑に提供できるよ う、 

える ワービスのま 是 共を行う 社会保険害 矛 矩折の体制等の 見直しを行う 



(2) 具体的方策 

ァ 国民二一 ズの把 

[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事 1 農 
①社会保険庁の 業務 ゆ ワービスの改善・ 効率化に関する 意見・ ア イ テア を広く国民から 募集する「長官への 手紙・ 

長官へのメール」を 実施する 米 

②利用者からの 苦情等への応対マニコア ル を見直し、 その周知登底を 図るとともに、 業務改善に反映することが 

できる国民の 声 ( 苦情等 ) 報告体制を整備するⅩ 

[ 来年度以降に 実施する事 1 司 
0 社会保険事務所の 来訪者に対して、 窓 ロワービスの 満足度に関する 定期的なアンケート 調査等を実施する 

(1 7 年度 ) 

l イニーズに対応したサービスの 提供 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事 1 農 
①社会保険庁ホームページを 充実して、 社会保険庁改革の 推進状況を逐次国民に 情報提供するとともに、 各種 窓 

ロの 案内や制度の 分かりですし ) 説明、 各地域別の情報提供に 努める ( 随日き ) 

コ 。 七月 ②年金受給が 近づ い た 58 歳到達者に対して、 被保険者記録を 直接 ご ，本人鬼 に 通知するとともに、 希望する万に 
対しては年金見込み 額を別途通知する 米 

③社会保険事務所等における 待ち時間の解消ゆ 勤労者等平日昼間に 栢談 できない方への 相談時間を確保するため、 
年金棺談の充実を 図る 

: 昼休み時間帯における 相談の実施の 徹底 米 

    お盆明けにおける 相談 日き 間の延長米 

    年金週間における 平日夜間及び 休日の相談の 実施米 

    毎週月曜日における 相識時間の延長 (1 6 年度中 ) 

    土日における 相談 の モデル実施Ⅰ 6 年度中 ) 

ウ Ⅰ 



: 予約制の導入モデル 事業の実施 (1 6 年度中 ) 
    インターネット ( 個人認証を活用 ) を利用した年金個人情報の 提供 (1 6 年度中に 365 日 24 時間受け 

付けるワービスを 実施し、 さらに「 7 年度には、 年金加入状況について 即時に回答する 仕組みを整備する 
ことを横言 甘つ 

    障害者・高齢者に 配慮したファックスによる 年金相談の開始 (1 6 年度中 ) 

④申請書類等を 記入しやすくし、 記載すべき内容がわかりゆすれものとするため、 年金受給者等の 身になって 各 
種 申請書類等の 見直しを行う ( 随 日朝 

⑤高齢者や障害者 力 杯目 談 しゆすれ環境を 整備するため、 相談窓口の AYl 」アフリー化 ゆ 聴覚、 視覚障害のあ る方へ 
の 信輔 の / Ⅴ」アフ l 」 一 化を推進する ( 暁日ぎ 

侠 年度以降に実施する 事 圓 
①社会保険事務所等における 年金相談に際し、 具体的な年金見 込額 に関し清朝提供を 行 う 対象者の範囲を 55 歳 

以上から 50 歳以上に引き 刊ブる (1 7 年度 ) 

②毎年、 年金加入者全員に 対する保険料納付記録等の 通知を行 う 仕組みを 下娃甘 する 

(20 年度からポイントにより 保険料納付実績とそれに 基づく年金額の 見込みを定期的に 通知するポイント 制 
を 導入 ) 

③年金請求者の 利便性の向上を 図るため、 年金支給年齢に 到達する直前に、 年金加入履歴等力信 己劃 されている 裁 
定 請求書を郵送する 仕組みを 梼寸 する 

④社会保険事務所の 配置 ゆ 地域ニーズを 考慮して、 八口一 ヮ 一ウ や 市町村の庁舎を 活用した相談事業を 干 f 寸 する 
⑤政府管掌健康保険の 被保険者が身近な 場所で健診を 受けられるよう 健診実施機関の 増大を図るなど、 被保険者 

の ニーズに対応した 健康診断の推進について mf 甘 する 
⑥政府管掌健康保険において 年 2 回実施している 医療費通知に 併せて、 個人情報保護の 考元方に則ってレセプト 

の 開示請求が可能であ る旨及びその 手続き等について 被保険者に情報提供する (17 年度 ) 

⑦社会保険事務局ごとに 社会保険事務所等におけるワービスの 改善方策等について、 地域住民、 関係団体等の 意 
見を反映させるためのワービス 改善委員会を 設置する (1 7 年度 ) 

⑧住民基本台帳 ネ、 ソ トワークを活用して、 年金受給者の 生存確認を行う (1 8 年度を目途に 実施を下 f の 

⑨各種の情報提供媒体について、 より効果的・ 効率白 3 は実施方法・ 内容等に改めるⅠ 7 年度 ) 

Ⅰ 



l ウ 必要なサービスを 提供するための 体制等の見直し l 

[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事項 ] 

①年金棺 談 の 急吐曽 等に対応するため、 社会保険事務所の 窓口増設を図るとともに、 年金相談センタ 一の増設 C 了 

「方所 づ 73 カ所 ) 及び地域ニーズに 応じた移転・ 廃止を行う (1 6 年度中 ) 
②社会保険事務所等に 行かなくても 年金相談ができるよう 年金電話相談センターを 拡充 (1 0 カ所 づ 23 カ所 ) 

するとと何に、 効率的・効果的な 電話相談の充実方策について 祷甘 する (1 6 年度中 ) 

③社会保険事務所における ワ ンストッフワービスの 実現のため、 総合相談室を 拡充する (1 6 年度中に「 28 ヴ 

所 ) 

[ 来年度以降に 実施する事項 ] 

①社会保険労務士等について、 年金棺試業務における 活用方策 ゆ 社会保険事務所の 審査業務等の 簡日召 ヒに 資する 

活用方策を市 妊甘 する 

②年金相談に 関し、 ファイブンシャルフランプ 一の活用、 金融機関における 対応など、 民間ビジネスとしての 環 

境整備方策について mf 寸 する 

③入力事務等の 外部委託を拡大し、 社会保険事務所における 業務の重点化を 図る (1 7 年度 ) 

④既に外部委託している 事業等について 事務局単位からブロック 単位に委託先を 集約化するなど、 効率化を図る 

ためのモデル 事業を実施するⅠ 7 年度 ) 

⑤政府管掌健康保険におけるレセプト 点検について、 効果的な改善手法を 下 f 寸 する 

俺 Ⅰ 



l2. 予算執行の達明世の 確保等   
(1) 現状と対応の 方向性 

現 状 

予算執行に当た 
って必要性等が 

十分精査されて 
いない 

      
  

  
    

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

安易な随意契約 予算執行を チェ 
が 多 い など、 予算 、 ソク する仕組み 

執行 ワブ 秀明性・ 効 が 確立されてい 

率性 が確保され な い 

ていない 

            

現 象 

社会保険事業・ 事務費を年金給付 

に関すること 以外に安易に 使って 
いないか 

また、 執行方法が不透明であ る 

対応の方向性 

不適切な予算執行の 排除 

  

0 予算執行に当たってはその 必要性等 

を 十分精査し、 予算執行上の 無駄を排 

除する 

  

予算執行の透明性の 確保 新たなチェックシステムの 導入 

0 競争入札等の 徹底を図り、 予算執行の 

「 

0 調達委員会を 設置するなど、 新たな チ 

透明性を向上させる ェッ クシステムを 導入する 

1 Ⅱ 

の 



(2) 具体的方策 

ア 不適切な予算執行の 排 ， 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事 1 哉 
①平成「 6 年度の事務費執行に 当たっては、 宿舎の建て替え、 公用車の購入、 交際費の使用 は 極力行わない 米 

②年金福ネ 怖也設 整備には新たに 年金保険料財源を 投入しなし ¥ 米 

③調達コストの 削減目標数値を 設定し、 事務費の徹底した 経費削減を実施する (1 6 年度中 ) 

[ 来年度以降に 実施する事項 ] 

①社会保険 牙 ンラインシステムの 刷新可能性調査を 踏まえた最適化計画を 策定するく「 7 年度Ⅰ 

②厚生年金会館市厚生年金病院などの 保健・福祉施設を 売却する (1 7 年度 ) 

併せて、 これらの施設を 運営している 法人について、 廃止を含めた 整理合理化を 進める 

イ 予算執行の透明性の 昭 
[ 緊急 ( 今年度中 ) に実施する事 1 寛 
①調達における 競争性・透明性の 確保を図り、 調達コストを 効率化するため、 競争入札 X は企画競争を 原則とす 

る米 

②社会保険庁の 予算及び決算について、 広く国民に情報提供するため、 インターネット 等を活用してわかりやす 

い形でな表する (1 6 年度中 ) 

l ウ 新たなチェックシステムの 導因 

[ 緊急、 ( 今年度中 ) に実施する事 1 頁 ] 

①年間を通じた 調達の進行管理を 行 う とともに、 一定額以上の 調達案件の審査等を 実施するため、 調達委員会を 

設置するⅩ 

②社会保険事務所毎に 事業単位での 予算の執行状況を 把握し、 事業コストを 管理する (1 6 年度中 ) 
③予算執行についての 内部監査を強化する (1 6 年度中 ) 

④国民の信頼を 損なう不祥事案が 生じたことを 踏まえ、 「厚生労働省信頼回復対策推進チーム」の T で、 徹底した 

調査を行 う とともに、 監修料の受け 取り禁止等の 厳格なルールの 遵守を図る 
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